
令和７年度第１回君津市経営改革推進懇談会会議録 
 

 

１ 開催日時   令和７年８月６日（水）１３時３０分から１５時００分まで 

 

２ 場  所   君津市役所 ６階 災害対策室 

 

３ 出 席 者   【 委 員 】 

磯貝清 会長、大塚成男 副会長、浦葉晃平 委員、 

鈴木恵子 委員、明田成一 委員、原田直美 委員、 

吉野美砂子 委員、礒貝弘一 委員 

以上８名 

 

※欠席 小関常雄 委員、佐久間宏行 委員、榎本光男 委員、 

    初田恵美子 委員、柳澤要 委員 

 

【 事務局等 】 

         石井市長、竹内総務部長、開田財政部次長、中島総務課長、 

         君島公共施設マネジメント課長、片倉総務課副課長、 

小高人事課副課長、鈴木経営改革ＤＸ推進係長、梅木副主査、 

紀平主任主事 

 

４ 公開又は非公開の別  公開 ・ 非公開 

 

５ 傍 聴 人   ０人 

 

６ 議  題  

 (1) 君津市経営改革推進懇談会会長及び副会長の選出について 

(2) 第３次君津市経営改革実施計画の令和６年度取組実績について 

 (3) 令和７年度重点取組項目の取組の進捗状況について 

  



＜開会＞ 

 

＜市長あいさつ＞ 

皆さま、こんにちは。大変お忙しい中、そして非常に暑い中、ご参加いただきま

して誠にありがとうございます。また、日頃より、市政各般にわたりまして格別な

るご支援、ご協力をいただいております。 

この場をお借りいたしまして御礼申し上げます。誠にありがとうございます。 

皆さまには、３年に１度の委員改選にあたりまして委員をお願いいたしましたと

ころ、快くお引き受けいただきまして、心から感謝申し上げます。誠にありがとう

ございます。 

経営改革推進のために力添えをいただきますようお願いを申し上げます。 

今年度は君津市総合計画の４年目でありまして、前期基本計画の最終年度へとつ

なぐ重要な１年でございます。 

強固な財政基盤の人的資源を確保し、総合計画を着実に推進するため、経営改革

を断行する必要がございます。 

今年度も、副市長をトップに事務事業の見直しを強力に推進しております。 

さらに、委託業務や各種補助金等の見直しを行うとともに、一部施設については

個別施設計画及び開館事案の見直しに向けた調査を実施しております。 

一部事業の点検のみならず、断固たる、強固な経営改革、行財政改革を進めたい

という強い意思を持って、今取り組んでいるところでございます。 

引き続き、手を緩めることなく経営改革を進めてまいりたいと考えておりますの

で、委員の皆さまにおかれましては、ぜひ忌憚のないご意見をいただきながらお力

添えをいただきますようお願い申し上げます。 

本日は、第３次君津市経営改革実施計画の令和６年度の取組実績についてなど、

議題３件でございます。 

内容については担当職員に説明をさせますので、よろしくご審議のほどお願い申

し上げます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

【議題１ 君津市経営改革推進懇談会会長及び副会長の選出について】 

 

＜事務局＞ 

君津市経営改革推進懇談会会長及び副会長の選出について、懇談会設置要綱の規

定により、本懇談会の会長及び副会長を決めたいと思います。 

会長が決定するまで、石井市長に仮議長をお願いし、議事を進行いたしますの

で、ご了承の程、お願い申し上げます。市長、よろしくお願いいたします。 

 

＜石井市長＞ 

それでは暫時、議長を務めさせていただきますので、ご協力をお願い申し上げま

す。会長及び副会長の選出について、事務局の説明を求めます。 

 

＜事務局＞ 

懇談会設置要綱第４条第１項の規定に基づき会長及び副会長を、委員皆さまの互



選により選出していただくものであります。 

 

＜石井市長＞ 

選出方法について、お諮りいたします。どなたか、ご意見ございませんか。 

 

＜礒貝弘一委員＞ 

皆さま、初めてお会いする方もいらっしゃるので、判断しかねると思われます。

事務局からの案がありましたら、お願いしたいと思います。 

 

＜石井市長＞ 

ただ今、礒貝委員から「事務局案ではどうか」とのご意見がありましたので、事

務局の説明を求めます。 

  

＜事務局＞ 

では、会長に、市議会で副議長の経験のある磯貝清委員に、副会長には、懇談会

副会長の経験のある大塚成男委員にお願いしたいとご提案いたします。 

 

＜石井市長＞ 

ただ今、事務局より、会長に、磯貝清委員、副会長に、大塚成男委員との提案が

ありましたが、皆さま、いかがでしょうか。 

 

＜異議なしの声＞ 

 

＜石井市長＞ 

異議なしとのことですので、会長を磯貝清委員に、副会長を大塚成男委員にお願

いすることと決定いたします。以上で、仮議長の任を解かせていただきます。 

ご協力、ありがとうございました。 

 

＜会長あいさつ＞ 

非常に暑い中、会議出席ご苦労様でございます。 

ただいま、互選によりまして、委員皆さま方のご承認をいただき、経営改革推進

懇談会の会長を仰せつかることになりました磯貝と申します。 

２年前まで議員を２４年間務めてまいりまして、久方ぶりに役所の中の会議に出

るということで、多少緊張しております。 

皆さま方のご協力をいただいて、本会議の目的達成のために頑張っていく決意で

ございます。 

どうか皆さま方、よろしくお願い申し上げます。 

 

＜副会長あいさつ＞ 

皆さまこんにちは。今回、副会長を務めさせていただきます大塚と申します。 

よろしくお願いいたします。 

君津市の財政に関しては、実はもう１０年以上色々と関わらせていただいていま

す。この後検討する上で、挨拶ということも含めて１点だけ皆さまに個別で認識を

していただきたいことがあります。 



君津市は不交付団体であるということがよく言われていますが、つまり、全国的

にも財政力指数というものが非常に高くて、国から交付税の交付を受けなくてもや

っていけるとみなされる、全国でも少ない団体の１つです。 

ただ、不交付団体だからといってお金に余力があるわけではないということで

す。 

私自身、いくつか自治体にかかわっているのですが、最近話題になっている浦安

市の宿泊税の導入に関しても検討会の委員長を務めさせていただきました。 

浦安市は財政力指数が非常に高いですが、なぜ新しい税金を入れなくてはいけな

いかというと、財政力指数が高くても金が足りないのです。 

ですから、君津においても不交付団体であるということは、決してお金が足りて

いるというわけではなく、非常に厳しい状態にあります。 

最近、財政の分野ではビルドアンドスクラップという言葉がよく使われています

が、いろんなことを新しくやっていかなければいけない。 

市も総合政策、総合計画を実現させていかなければならないのですが、そのため

にはやはり見直しも必要になってきます。 

そういったビルドアンドスクラップをいかに市民の目から見て適切な形で進めて

いくのか。ただ単に切っていくだけでは意味がありませんので、それを検討してい

くのがこの懇談会の役割ではないかなと考えています。 

私自身も色々発言をさせていただくことになるかと思いますが、委員の方々も積

極的に発言をしていただき、それぞれの意見を挙げていただければと思っていま

す。よろしくお願いいたします。 

 

＜片倉総務課副課長＞ 

 ありがとうございました。 

 それでは、懇談会設置要綱の第５条の規定により、会長が議長となりますので、

磯貝会長に議長をお願いいたします。 

 

＜磯貝会長＞ 

それでは、暫時、議長ということで、よろしくお願いします。 

議題に入ります前に、本日の会議録の確認者を指名したいと思います。 

確認者につきましては、浦葉委員と原田委員のお二人にお願いしたいと思います

ので、ご了承をいただきたいと思います。 

では、議題２第３次君津市経営改革実施計画の令和６年度取組実績について、事

務局からの説明を求めます。 

 

 

【議題２ 第３次君津市経営改革実施計画の令和６年度取組実績について】 

 

＜事務局説明＞ 

 

＜礒貝弘一委員＞ 

２１ページのふるさと納税の個人版の推進についてお聞きしたいと思います。 

歳入財源確保をどういう形で確保していくかっていうことが今後非常に重要にな

っていくと思います。君津市では、令和元年度にはふるさと納税受入額が 



６億１，０００万円あったと思いますが、令和６年度は３億２，６５０万円という

ことで、年々減少している原因がわかれば教えていただきたい。また、今後の魅力

的な返礼品をどのように発掘していくかお聞きします。 

 

＜中島総務課長＞ 

 ふるさと納税の個人版について、令和元年には６億強の寄付があったところでご

ざいます。平成２９年度が３，１００万円程度、平成３０年度が１億３６０万円程

度でありました。２９年から３０年度に増加しており、新たな返礼品が加わったタ

イミングと重なることなどから、魅力的な返礼品がふるさと納税の実績に直結して

いる部分が示されていると思います。 

令和元年は、房総半島台風の被害に対しまして、全国から暖かい寄附が多く寄せ

られました。 

これによって急激に寄付額が伸びて、6 億を超えたふるさと納税が集まったわけ

ですけれども、そのあとは徐々に寄付額も減少している状況でございます。 

返礼品の改革につきましては、返礼品の開拓などを事業者に委託をしておりまし

て、これまで単年度契約で事業者へ委託しておりましたが、今年の公募は、複数年

で委託をするということで、取り組みを進めているところであります。複数年にす

ることで分析ですとか戦略的な部分が進むと期待しているところであります。 

 

＜竹内総務部長＞ 

補足的に説明させていただきます。返礼品の開拓でございますが、これまで様々

な取り組みを実施してきたところです。 

近年では、本市の魅力の返礼品の１つとして、ゴルフ場の利用券がございます。 

県内でも２番目のゴルフ場数がございますので、そういったところをターゲット

としまして、ゴルフ場にもご協力いただいて、返礼品の自販機を設置させていただ

き、広く皆さまに周知を努めてきております。 

昨年度は新たな取り組みといたしまして、返礼品提供者の意見交換会を設けまし

て、それぞれ常々思われることなどに対し意見を聴取して、今後のふるさと納税の

返礼品の開拓に向けて、さらなる取り組みをしていこうと意識を高めたところであ

ります。 

様々な委託をしておりますが、一括して委託事業者ができないかなということで

今年から委託方法についても検討し、新たな取り組みに取り掛かろうというところ

であります。返礼品の開拓、それから委託業者の面でお答えを補足させていただき

ました。以上です。 

 

＜礒貝弘一委員＞ 

ありがとうございました。 

返礼品の提供事業者との交流会などを進めていっていただいて、これからの返礼

品の開拓に繋げていただければと思います。 

毎年多額にふるさと納税の寄付金を受けている自治体がありますので、私なりに

調べてございますので情報提供いたします。 

令和５年度の寄附金が多い自治体は、千葉県内だと勝浦市で５１億円、財政効果

額は約２５億円になっています。 

全国で見ると、宮崎県の都城市が１９３億円、北海道の紋別市が１９２億円で



す。都城市は宮崎牛や霧島焼酎、紋別市はホタテやイクラなど地場産品が強い自治

体が順位に繋がっています。 

令和５年度の３位は大阪府の泉佐野市ですが、泉佐野市と言っても地場産品が思

い浮かばなかったため調べたところ、令和７年３月３０日付でふるさと納税寄附額

が累計１，５００億円を突破したと発表しており、単純平均で年間８８億円という

ことです。ふるさと納税が創設された平成２０年は６９４万１，０００円でした

が、担当課長の方の説明によれば、特産品や資源が少ない自治体では創意工夫とア

イデアが重要だと書かれています。泉佐野市が大きく寄付を増やした理由は、１つ

は推進体制が充実していること、もう１つは、「ふるさと納税３．０」という補助

制度を実施しています。 

泉佐野市は関西空港の対岸に位置し、人口は令和６年３月で９万９，０８０人、

君津市と比べると約２万人多く、面積が５６平方キロメートルで君津市の１／６弱

程度です。令和５年度の経常収支比率は１０４．３％と非常に高く、過去には税収

の落ち込みに対応するため、財政の非常事態宣言を発出し、現在の市長が２０１１

年に就任してから、市長の給与を４割カットや職員の給与カットなど非常に厳しい

行財政改革を行ってきたようです。そのような背景から成長戦略室という部を設置

し、その中にふるさと創生課を置いてふるさと納税を含む税外収入の確保に注力し

ています。 

特に「ふるさと納税３．０」は、クラウドファンディング型の仕組みと市内事業

者支援制度を組み合わせたもので、事業者がアイデアを提案するとプロジェクト化

され、申請の承認も迅速に行われるようです。クラウドファンディングで目標額に

到達すると、集めた資金の４割を事業者に交付し、さらに事業が稼働した段階で返

礼品代の３割を交付するため、合計で７割の支援が事業者に入る仕組みになってい

ます。これにより事業資金の負担が軽くなり、参入しやすくなる効果が期待できま

す。実際には、億単位のプロジェクトから十万円単位の小規模プロジェクトまで幅

広く行われており、ビール製造、ウナギの養殖など多様な取り組みが見られます。 

仕組み自体は複雑ではなく、今後の財源確保の一手として、参考にしていただけ

ればと思い情報提供しました。 

 

＜磯貝会長＞ 

大変貴重なご提言本当にありがとうございます。 

事務局特段コメントがございましたらお願いします。 

 

＜竹内総務部長＞ 

貴重なご意見ありがとうございました。 

まだまだふるさと納税の推進で取り組んでいくことは多々あろうかと思いますの

で、ただいまご提案いただきましたことを十分研究させていただきまして、本市の

新たな財源確保に向けて取り組んでまいりたいと考えておりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

＜磯貝会長＞ 

磯貝委員本当ありがとうございました。 

引き続き求めていきます。 

 



＜大塚副会長＞ 

３点ほど、質問というよりも意見という形で申し上げます。 

まず１つは、先ほどのご説明の中にもありましたけれども、資料の８ページにあ

るように、総額で２億６，０００万円との効果を上げたとこれは非常に評価される

べきことだと思います。 

だからこそ２億６，０００万円が何に使われたかという話が欲しいです。 

この資料だと令和８年度以降、福祉の部分がどんどん廃止になっているように見

えてしまう。そこの理由があるはずですが、その２億６，０００万円でできたこと

もあるはずです。そこをちゃんと示すことで、この取り組みをしていくことが意味

を持ち、市民の方に理解してもらえるはずです。 

先ほどビルドアンドスクラップという言い方をしましたが、これはスクラップで

す。結局それはビルドのためにやるわけで、どういうビルドが市民へのサービスの

提供や、行政サービスが提供できたのかという話を２億６，０００万円あるからこ

そ題目としてやらなきゃいけない。具体的数字が出てきていますから、それの使い

方をはっきりさせていただきたい。 

今ここでどう使いましたかっていうお答えまでは出てこないってことは承知して

おりますし、それを今お尋ねするわけではないですが、今後に向けては、具体的な

効果が出てきたのであれば、その結果として何ができたのかというところまで含め

て、説明資料としてはあったほうがいいのかなと思います。 

それから２点目ですけれども、これは具体的な内容に入りますが、その資料の 

２０ページの受益者負担の適正化について、なかなか進んでない分野だと思います。 

この点に関して、単に受益者に負担を求めますって話だけじゃなくて、なぜかと

いうことを市民の方にわかってもらう活動もしっかりやっていく必要があるだろう

と思います。 

この受益者負担というのは、現実にその施設を使った人に負担してもらうという

話ですけども、その裏側では受益者負担を求めないと、その施設を使ってない人た

ちが負担することになります。実際にお金はかかっているわけですから、それがい

いのかという問題があります。市の施設ですから安く、あるいは無料であることが

望ましいだろうと思いますが、それをやるということは、一見無料で提供している

ように見えても現実にはお金はかかっているわけですから、そのお金を税金で賄っ

ている、つまりその施設を使わない人たちのお金で賄っているということが果たし

ていいのかが受益者負担の見直しの話になります。そこを市民の方にも理解しても

らって、だからこそ見直しをしますという広報活動も、取り組みの大きな内容にな

るはずですので、そこも含めて考えていただけたらなと思います。 

３点目は今お話で出たふるさと納税についてですが、あまり安易に広げていくの

もよくないです。泉佐野市のお話も出ましたが、実際泉佐野市は裁判が起きていま

す。総務省が泉佐野市に寄付しても税金から引かないという話を出し、結局泉佐野

市が裁判で勝ったのですが、そういう問題で起こり得るのは、総務省側として見れ

ば、ふるさと納税といいながら、現実にふるさとでないものに寄附して、という事

例がかなりあります。それがいいのかという話が出てくるわけです。そういうこと

を考えてやはり君津としてのものを考えていかなければならない。そういう点で

は、物としての返礼品よりもサービスとしての見返りにするようなものは君津にし

かできないものですから、それこそがふるさと納税の趣旨に合ったものになってい

きます。サービスを形にすることによって、リピーターの確保につなげていくこと



が重要なので、金額よりもそういったふるさと納税の安定化というものを少し考え

ていただく必要があるかなと思います。 

以上３点として、意見申し上げました。 

 

＜竹内総務部長＞ 

ご提案ありがとうございます。 

１点目でございますが、確かに今は、スクラップの部分が一定の可視化がされて

いるかと思います。 

しかしながら先生がおっしゃるように、やはりそのビルドの部分でどこに使われ

たかということをお示しすることによって、様々な利害関係者のご納得も得られる

と思いますので、今後、資料の作成あるいは報告内容について、ご意見反映できれ

ばと思いますので、また研究させていただきます。 

ふるさと納税につきましても、やはり私どもも特に力を入れてきているところで

ございます。無い物ねだりよりあるものを探してということも心がけております

し、一過性の利益を得るよりも継続してということだと思いますので、その辺も先

ほどの礒貝委員のご提案も含めて、今後担当部とも共有させていただきながら、君

津市ならではのふるさと納税に取り組んでいければと思います。 

また受益者負担についても長年取り組ませていただいておりますが、準備ができ

つつありますので、また皆さまに共有を図りながらやっていければと思います。 

 

＜開田財政部次長＞ 

受益者負担につきましては、随分遅くなっていて申し訳ございません。 

こちらについては、平成２８年に基本方針を作成したところですが、ほとんどの施

設で見直しはされてないような状況です。 

ご承知のとおり最近ではエネルギーの高騰や人件費の上昇というところで、税収

が上がらない中で、利用料とコストのバランスが崩れているというところで見直し

が必要と認識しております。今現在進めておりますが、最近でも市長に改正案を提

案したところでありますが、もう少し内容を詰めたいと考えておりますので、時間

がかかって申し訳ございませんが、ご理解いただければと思います。 

 

＜石井市長＞ 

実勢価格としてふさわしいのかどうかというところを今検討しているところであ

りまして、すべての施設が一斉に始められたらいいのですが、議論が必要なところ

もございますので、一定の受益者負担をできる施設から変えていこうということで

今準備を進めているところであります。 

今現在の物価に合わせた最終的な料金の詰めをどこまでできるかということで、

そしてそれにあたってはしっかり根拠を持って、市民の皆さまにお示ししなければ

なりませんので、感覚的に料金を提示するというよりは、しっかりとした根拠をも

って数字をお示しすることができるように、今最終詰めをしているところでござい

ますので、ご参考にさせていただければと思います。 

 

＜磯貝会長＞ 

ありがとうございました。貴重なご意見反映に対するコメントいただきました。 

その他の委員の方、いかがですか。 



 

＜吉野委員＞ 

私から人的資源の確保、人材育成の点と公共施設の借地の関係についてご意見を

述べさせていただきます。 

まず人的資源の確保、人材育成の分野ですが、人口減少社会の到来など、公務員

も希望が減っているとか、或いは若い世代を中心に離職が進んでいるとか、そうい

う話はよく聞きます。 

私は今、千葉テレビ放送にいますが、弊社でも同様の問題を抱えておりまして、

人材の売り手市場が続いている中では、公務員の仕事の使命感とか身分の安定性と

か、人材を呼び込んだり、或いは繋ぎ止めたりというのは非常に難しくなっている

のかなと思っています。 

自分のニーズに合った柔軟な働き方がどれだけできるか、或いは仕事に直面して

困ったときに、周囲の助けがどれぐらい得られるかという、そういった部分で安心

感というのは非常に重要な要素かなと思っています。 

そういう中で３７ページの、ワークライフバランスの推進、こちらのところでフ

レックスタイム制に係る制度設計が昨年度行われたようですが、実際に導入をする

目標時期などが定まっているのか、その見通しがあれば教えていただきたいという

のが１点。 

それから４１ページになりますが、新人係長になった方を対象にメンター制度と

いうのを導入されているとの事で、実は私も今の会社の前は公務員をずっとやって

いましたが、役職がちょっと上になったときに、色々と不安な面が多いので、そう

いうメンターがいると非常にありがたいなというふうに思っておりました。 

その職場ではそういった制度がなかったので、君津市さんで導入されているとい

うのは非常にいい制度なんじゃないかなというふうに思っております。 

この制度の実際やってみての効果とか職員の声などを教えていただきたい。 

今は新人係長相当者を対象としていますが、もし評価の高いものであれば、対象

を広げ、例としてはもうちょっと上の新人課長になった際にも導入するとか、単な

る思いつきの例ですが、そのあたりどうなのかなというふうに思っております。 

 

＜小高人事課副課長＞ 

人事課から説明させていただきます。 

まず１点目のフレックスタイムの導入次期の見通しですが、こちらについては昨

年度に他自治体の先行事例を調査してきたところですが、様々な職種がありますの

で、組合との交渉も踏まえながら今も検討を進めているところでございます。 

フレックスタイム以外のところでは、テレワークや時差出勤を継続的に進めてお

ります。 

実際のところテレワークについては、今年については７名しか実施していないと

ころですが、今後、子育てや介護などテレワークの重要性がでてくるかと思います

ので、継続して推進していきたいと考えております。 

２つ目の新人係長メンター制度についてですが、こちらが始めて３年ほどになり

ますが、毎年ブラッシュアップして、実際に実施した職員からの意見をいただきな

がら、実施しているところです。制度については、直属の上司以外の方がフォロー

アップするようなものになりまして、先輩職員は受ける職員の指名制にしていま

す。違う部署のこの先輩に教わりたいというようなアンケートをとりまして、それ



をマッチングした上で、メンター制度を行っております。 

実際アンケートの中でも、その役職に初めてなるということで、大分不安がある

中で、そういった不安が取り除かれるとか、あとはそのモチベーション維持や向上

につながるなど、そういったところで非常に意義があるという意見が多数ありまし

た。今後の展開というところですけれども、ご意見いただいた課長まで広げるとい

うところについてはまだ考えておりませんでしたので、貴重なご意見として検討さ

せていただきたいと思います。 

若手の職員についてはメンター制度ではないですが、新任職員指導担当というこ

とで、そちらも職員を指定するような形で進めております。以上でございます。 

 

＜吉野委員＞ 

課長まで広げるというのは私の思いつきなので、必ずしもそれにとらわれること

はないですが、メンターになる人が優秀だといろんな人のメンターにならなければ

いけないという違う意味で負担感もあるでしょうから色々大変かなと思いますが、

高評価だったということであれば、継続していただければと思います。 

それともう１つ、２９ページの公共施設など借地の見直しについて質問ですが、

令和 6 年度の取組評価という形で下の欄にＣということで、未達成でここに書かれ

てあるのが「借地解消に向けた返還見込みについて調査を実施したが、具体的見直

しまでは進めることができなかった。」そして、その下の令和７年度取組目標で

は、「使用していない公共施設用地の借地について早期の返還に向け必要な手続き

を着実に進める。」と記載されておりまして、使用していない公共施設の底地をも

し有償で市が借りているということであれば無駄な支出になりますので、昨年度具

体的見直しが進められなかったというのは、何かネックになっていることがあるの

か、どのぐらいの財政負担があるのか教えてもらいたいです。 

 

＜竹内総務部長＞ 

近年ファシリティマネジメントの推進に積極的に取り組んでおりまして、公民館

の廃館が決まり、取り壊しまでの期間等々で借地料を払っているというのがござい

ます。一例申し上げますと清和公民館が数年前に集約化により施設の取り壊しが決

定し、取り組んでおりますので、そういった借地料の解消もできていく見込みであ

ります。しかしながら、そういった事例を踏まえまして新たな公共施設等を作る場

合には、基本的に借地はないということを前提に進めているところでございますの

で、今後こういった事例が出ないように努めて取り組むと考えております。以上で

ございます。 

 

＜竹内総務部長＞ 

議事の途中で申し訳ございません。 

市長の方も公務ございまして、これにて退席とさせていただきます。 

 

＜石井市長＞ 

また結果報告を受けます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

＜市長退席＞ 

 



＜明田委員＞ 

８ページの財政効果額のページをみると、先ほどのビルドアンドスクラップとい

うことで、これだけやめてお金を浮かせましたというページだと認識しています。 

事務事業総点検の予算反映予定事業を見ると、令和７年度には教育関係と医療関

係の事業を廃止、令和８年度には福祉関係の事業が廃止されることになっていま

す。 

私の目から見ると教育、医療、福祉関係がいらないと判断されたと見えます。私

も年齢的に高齢者にも入っているかもしれませんが、先ほど副会長から「浮かした

金を何に使ったのか」という話がありました。これらの事業を廃止し、特に令和８

年度はねたきり老人福祉手当、老人介護手当、ひとり親家庭住居手当、こども家庭

センター、母子保健推進員と、全部福祉関係じゃないですか。これらを廃止して総

額１，１２５万円を浮かせますということは、君津市は福祉や教育に対して手当を

薄くしていくという印象をいだきました。これらの事業はこれまで必要だと判断さ

れてスタートしたと思います。それを令和 7 年度は教育医療をどんどん減らす、令

和 8 年度は福祉をどんどん減らす。そういう表に見えてしまうので、魅力ある君津

市という意味でこのままでいいのだろうか、それでいいのだろうかと私は感じてい

ます。いかがでしょうか。 

 

＜磯貝会長＞ 

非常に説明が長くなる可能性があるので、経過の特徴を含めて簡潔に見解をお願

いしたいと思います。 

 

＜中島総務課長＞ 

事務事業総点検の中で、福祉や教育の事業がこれだけ廃止してっていうところの

ご懸念だと思います。 

この事務事業総点検が君津市を運営していく中で、社会の変容ですとか、市民ニ

ーズの変化とかそういったものに合わせて、現在行っている事務事業を見直す取り

組みでございまして、福祉や教育に限らず、一定の基準で点数づけのようなものを

いたしまして、事業を出して、所要の手続きを踏んで議論をして、最終的に決定し

たというものでございます。 

令和 6 年度は、制度自体の所期の目的を達成したもの、また社会の情勢の変動で

市民のニーズが変化しているものですとか、他の事業による代替や集約が可能なも

のとか、そういった視点で、一定の合理的根拠のもとで、点検を実施いたしまし

た。例えば高齢者関係のねたきり老人福祉手当事業ですとか、老人介護手当支給事

業、寝たきり老人紙おむつ支給事業など、昭和４９年から実施をしておりました

が、この時代には介護保険等の国の制度も整っておらず、市の支援としてこういっ

たものを実施しておりました。今は介護保険制度というものが始まって、そういっ

た状況になっていることから、手当の部分は廃止をいたしました。手当を廃止いた

しましたが、例えば住民税非課税世帯については、紙おむつの給付を継続するなど

そういった結論になったわけでございます。 

廃止時期が昨年の事務点検の中でも令和 7 年から廃止するものと、令和 8 年から

廃止するものがありますけれども、これは利用している方への説明ですとか周知期

間を考慮して、分かれております。 

 



＜磯貝会長＞ 

明田さんの指摘のとおりです。 

この資料だけ見ると、後退しているように見えます。私、簡潔に説明をと言った

のは、１つ１つの事業に対し総点検を実施して、ある意味では違う事業に取り換え

られたり、違うものでやったり、むしろこれ１つ１つなかなかコメントしにくいで

すが、ただ、委員が指摘したとおり、これだけを見るとそう見えます。 

そういう視点からすると、ここの注釈はやはり絶対必要だなと思います。君津市

は近隣４市の中でも税金を使って、特別な事業を実施したことがたくさんあるわけ

ですよ。ただ、この財政効果額を見た場合に、委員指摘のとおり、後退したのでは

ないかと、そのニーズに合っているか合ってないかによってそう受けとめる方もい

るというのは間違いないので、事務局が説明できるものを用意してないといけない

と私も思います。 

１つずつ説明すれば、違う事業に変わったとか、そういう理由で要らなくなった

とかわかると思いますが、こういうご意見があるということを事務局が踏まえて、

先ほど副会長の申し上げたようにこの財政効果に対して、浮かした部分をどこに使

うかという説明が必要だと思います。 

 

＜竹内総務部長＞ 

ご意見ありがとうございます。 

代表的なものということで申し上げますと、各種がん検診事業がございますけど

も、リニューアルということでございまして、受けとめ方として廃止の流れで書か

れていますので、廃止に近い考え方が伝わったのかもしれませんが、こちらにつき

ましては、本市は無料でがん検診を実施しておりました。 

しかしながら、県内を見ても５００円なり１，０００円の自己負担を求めている

ことが多いことから、受益者負担の観点からも見直しを行い、リニューアルという

形で実施したのがこの事業でございます。 

ねたきり老人等々の廃止がございまして、立て続けに老人福祉ではないかという

受けとめ方をされたと思いますが、これにつきましては、先ほど担当課長からもお

話させていただきましたが、平成１２年に介護保険がスタートいたしまして、本来

はその際に、廃止なりリニューアルすべきでありましたが、本市のその時代は財源

もよかったかもしれませんけど、併せて支給してきてしまっているという経過がご

ざいましたので、どちらかといえば廃止の時期を逸してしまったという事業だとい

うふうに我々認識しております。 

それは磯貝会長がおっしゃったように、１つ１つそれぞれ様々な事情があってこ

こに至っていますので、またそういう説明は私ども機会を見て説明させていただき

ますが、単なる切り捨てとかそういう部分ではなくて、一定の基準のもとにふるい

にかけた中で、一定の説明をそれぞれさしていただいて、今日まで至ったという形

でご理解いただければと思います。 

 

＜磯貝会長＞ 

先ほど副会長が指摘されたような財政効果額に対する君津市の重点配分につい

て、それが満足できるかどうかの問題はあると思いますが、やはり税金の使われ方

は非常に重要で、事業も増やして実施できればいいですが、この時代になると、集

約していかなきゃいけないし、ある意味では、受益者負担をしていかざるをえな



い。こういう時代になったことを理解しなきゃいけないだろうと思います。 

ごみの関係の事業など、自治会の方々のご協力で、４市の中で極めて素晴らしい

制度だと思っています。自治会の方々の協力なしには絶対できないです。そういう

ことを１つとっても、それにかかる費用や負担の部分というのがあるわけで、た

だ、この財政効果額の説明の際には、今の委員が指摘されたようなことを事務局側

としては念頭に置いていただいて、説明に付加していただきたい。 

議会対策は問題ないと思いますが、自治会の皆さま方に説明する際には十分注意

を払っていただきたい。私からもお願いしたい。 

 

＜磯貝会長＞ 

それではこの議題２の第三次君津市経営改革実施計画の令和６年度取組実績につ

いての質疑を終了したいと思います。 

それでは引き続いて、議題３令和７年度重点取組項目の取組の進捗状況について事

務局から説明をいただきます。お願いします。 

 

 

【議題３ 令和７年度重点取組項目の取組の進捗状況について】 

 

＜事務局説明＞ 

 

＜磯貝会長＞ 

ありがとうございました。事務局の説明を受けました。 

令和７年度の重点取組項目の取組の状況、進捗状況の説明であって、事務事業総

点検の関係においては、先ほど明田さんからご指摘ありましたように、市民に影響

がある部分については、その事務事業の見直しにあたって周知期間等を考えた上

で、見直しの方向性を協議し、周知期間を考慮した取り組みスケジュールを設定し

て進行管理をやりますということが書いています。 

取り組みの状況、実施予定を踏まえてということでありますし、一方、業務プロ

セスの方で課題に挙げていただいておるわけで、プロセスを変えることは難しいと

いう意識が強く、それをどうやって打破するということが書いてありますが、皆さ

ま方からご意見をいただければと思います。いかがでしょうか。 

 

＜大塚副会長＞ 

１点、質問をさせていただきたいですが、業務プロセスの見直しの推進の中で上

がっている業務の可視化について、これは以前の会議のときにもお話しましたが、

具体的に今どういうことをされていますか。その具体的な取り組みの内容について

教えていただきたい。 

 

＜事務局＞ 

こちらは業務の見直しを行う上で、可視化を全庁一斉にというわけではなく、ま

ず事業の募集を行いました。この業務に何か課題があるというのを聞きまして、そ

の業務に対して総務課の職員でヒアリングを行い、実際の作業を見させていただ

き、かなり細かい業務フローを作りまして、この業務には例えば５分だとか、ここ

には１０分とかっていうのを一つずつ丁寧に紐解いていきまして、一連の流れを出



しました。 

またそこに対して、件数を出して、トータル年間で何時間かかっているか算出

し、そこの流れからこういう見直しがどうかという話し合いを行って、業務フロー

を見直しております。そのため、業務フローの可視化としては、実際ヒアリングを

行い、現場を見ながら、細かく実施したというところになります。以上でございま

す。 

 

＜大塚副会長＞ 

ありがとうございます。可視化を厳密にやり過ぎているのかなと思います。 

今言ったような何分かかったかまでやろうとすると全体的にはできない。 

むしろここでやんなきゃいけないのは、業務内容のリストアップ、棚卸でいいで

す。それぞれ何分かかったかはそのあと調べるにしても、現実にそれぞれの部署で

どういう業務をやるためにどういう作業が具体的に行われているか、事務の棚卸し

或いはそのマニュアルの作成というのが可視化です。そこで行われている業務の内

容が明確になることで、これは必要、これは不要といった議論が客観的に行うこと

ができ、それに基づいて、課題であるプロセスを変えるとか、或いは変えないまで

も効率化するということができれば、一番重要な業務の重複が見つけられるはずで

す。業務の中で、それを見つけ出して整理することが必要で、そのためにもそれぞ

れの部署で誰がどういう業務を具体的にやっているか、そのリストアップをまずし

っかり整理をしていく。その作業は、これは各部署の協力を求めて、それぞれの部

署でやってもらい、必要なのは庁舎全体としての可視化であるため、部分的にピッ

クアップして抽出するのではなく、その業務の中で、それぞれの部署において、ど

のように考えているのかが今後の業務の継承という問題につながる。職員がノウハ

ウを持ったまま退職されてしまうと、そこで業務が止まってしまったりするわけで

すよね。その対策としても現実にどういう業務がそれぞれどこで行われているのか

ということは、手間はかかってもしっかり作っておく必要があります。 

今の話だと可視化を厳密にやり過ぎています。何分まで調べることまではいらな

いです。 

まず現実に何が行われているかっていうところは洗い出すということを早く進め

ていただく必要があると思います。よろしくお願いします。 

 

＜磯貝会長＞ 

ありがとうございます。 

窓口業務は、手順化と標準化がしやすいと思いますが、どうしても専門的な分野

や、この人じゃないとできないとか、例えばトラブルシューティングなんかもそう

かもしれません。 

いろんなケーススタディを用いて、それが横展開できればいいと思うので、そう

いった事例を出してみるとか、先ほど吉野さんの方から、職員研修的な部分もあっ

たと思いますが、引継ぎなどでストレスを感じて対応できないこともあるかもしれ

ません。部署によって適合できやすい人、できにくい人もいろいろあると思うの

で、いろんな意見を踏まえながら、そういった視点も含めて見直し案の検討作成に

入っていただきたいと思います。 

役所の業務でどうしても専門的な部分であったり、法に基づくものであったり、

そこに守秘義務が入ったり、いろいろな問題があり一概にこうだとは言えません



が、十分にそういった視点も踏まえながら検討に入っていただきたいなと思いま

す。 

 

＜磯貝会長＞ 

ほぼ出尽くしましたでしょうか。 

全体を通してこれだけは言っておきたいというのを受け付けたいと思いますがい

かがでしょうか。 

それでは次回の開催はいつぐらいになりますか。 

 

＜片倉総務課副課長＞ 

今回、第１回ということでやらせていただいて、懇談会は年３回程度開催を予定

しておりまして、次回は１２月頃の開催を予定しております。 

 

＜磯貝会長＞ 

また、今年度の実績と来年度以降の検討ということになるわけですね。 

先ほど明田さんが言われた部分は非常に大事な視点だと思います。 

分かり切って進めちゃうと、疑心暗鬼なとこが出ちゃうと思うので、十分やって

いるというのは私も常々思っておりますが、職員の皆さまもきっちり頑張ったとこ

ろを頑張ったと胸張って言っていただいたほうがいいと思います。 

委員の皆さまには、足らない部分は足らないっていうところを素直に見つけてい

ただきたいなとそんなふうに思うところでございます。 

全体を通して、意見質問等もないと判断してこの議題終了さしていただきたいと

思います。 

令和 7 年度重点取り組み項目の実施状況について質疑を終了したいと思います。 

以上で議事を終了とし、議長の職を解かさしていただきたいと思います。 

委員の皆さま本当にありがとうございました。 

ご協力に感謝申し上げます。 

 

＜片倉総務課副課長＞ 

皆さまありがとうございました。 

本日貴重なご意見の方が、たくさん頂戴いたしましたので、こちらの方のご意見

につきましては、市役所庁内で共有させていただくとともに経営改革に反映の方を

させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは以上をもちまして、令和 7 年度第１回君津市経営改革推進懇談会を終了さ

せていただきます。 

本日はありがとうございました。 


